
廃棄の記録 
 

行政文書ファイル等の廃棄の記録（保存期間１年未満） 

 

●平成３０年度 

 ４月～６月、７月～９月、１０月～１２月、１月～３月は該当ありません。 

 

●令和元年度（平成３１年度） 

 ４月～６月、７月～９月、１０月～１２月、１月～３月は該当ありません。 

 

●令和２年度 

 ４月～６月、７月～９月、１０月～１２月、１月～３月は該当ありません。 

 

●令和３年度 

 ４月～６月、７月～９月、１０月～１２月、１月～３月は該当ありません。 

 

●令和４年度 

 ４月～６月、７月～９月、１０月～１２月、1 月～3 月は該当ありません。 

 


